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平成 23 年度税制改正案の概要 
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 平成 22 年 12 月 16 日、平成 23 年度税制改正大綱が閣議決定された。格差是正

やデフレ脱却・経済活性化を目指したものとされ、個人課税や法人課税を中心に

大規模な改正案が盛り込まれている。また、地球温暖化対策のための税の導入や

市民公益税制の拡充が含まれている。 

 一方で、消費税や納税者番号制度、配偶者控除などは今後の課題として、今改

正案では見送られた。 

 参議院の過半数を野党が占める「ねじれ国会」のもと、国民生活に直結する税

制改正をどのように実現していくのか、国会審議の行方が注目される。 
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はじめに 

平成 22 年 12 月 16 日、「平成 23 年度税制改正大綱 1

 以下では、この大綱で示された平成23年度税制改正案の全体像や主要項目を紹介する。 

」（以下「大綱」という。）が閣議決

定された。同大綱は、平成 22 年度税制改正大綱で示された視点や方向性を踏まえ、平成

23 年度の税制改正を①デフレ脱却と雇用のための経済活性化、②格差拡大とその固定化の

是正、③納税者・生活者の視点からの改革、④地方税の充実と住民自治の確立に向けた地

方税制度改革、を 4 つの柱としたものと説明している（大綱，p.2）。 

 

Ⅰ 全体像 

１ 大綱決定までの経過 

平成 22 年 1 月、政府税制調査会（現会長は野田佳彦財務相。以下、「税調」という。）の下に、

神野直彦氏（東京大学名誉教授）を委員長とし、学識経験者で構成される専門家委員会が設

置された。専門家委員会は中長期的な税制抜本改革のあり方を議論する場とされている。

民主党内には、中野寛成衆議院議員を座長とする税制改正プロジェクトチーム（以下「民主

党税制改正 PT」という。）が発足し、8 月から税制改正に向けた議論が開始された。10 月に

は税調の全体会合が本格的に議論を開始した。並行して、税調内に設けられた、納税環境

整備 PT、雇用促進税制等 PT、租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し及び課税ベース

の拡大等の検討に関する PT 等において、各論点についての集中的な検討が実施された。 
民主党税制改正PTは 11 月に「租税特別措置・税負担軽減措置等にかかる重点要望につ

いて 2」を提出し、12 月には「平成 23 年度税制改正主要事項にかかる提言 3」を政府に提

出した。同じく 12 月には、専門家委員会も「「税目ごとの論点の深掘り」に関する議論の

中間報告 4

２ 大綱の特徴 
」を税調に提出した。それらを踏まえ、大綱はまとめられた。 

平成 22 年 6 月 22 日に閣議決定された「財政運営戦略 5」の中で、財政運営の基本ルー

ルとして財源確保ルール（いわゆる「ペイアズユーゴー原則 6

                                                 
1 「平成23年度税制改正大綱」2010.12.16.＜http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/ 
12/25/221216taikou.pdf＞ 本文中で大綱を引用する場合は、ページ番号とともに（）表示する。 

」）等が明記されたことから、税

制改正の議論もそのルールを踏まえて進められることになった。平成23年度税制改正は、

税制抜本改革の一環をなす、緊要性の高い改革として位置づけられている（大綱，p.4）。 

2 民主党税制改正 PT「租税特別措置・税負担軽減措置等にかかる重点要望について」2010.11.8. 
＜http://www.dpj.or.jp/ news/files/20101108jyutenyobo.pdf＞ 
3 民主党「平成２３年度税制改正主要事項にかかる提言」2010.12.6.＜http://www.dpj.or.jp/news/files/20101206 
zeiseikaisei.pdf＞  なお、同日に民主党政策調査会が「平成 23 年度予算に関わる民主党『提言』」を、民主党・税と

社会保障の抜本改革調査会が「中間整理」を提出している。 
4 税制調査会専門家委員会「「税目ごとの論点の深掘り」に関する議論の中間報告」2010.12.2. 
＜http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2011/01/05/221209houkoku.pdf＞ 
5 「財政運営戦略」2010.6.22. 
＜http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/100622_zaiseiunei-kakugikettei.pdf＞ 
6 歳出増又は歳入減を伴う施策の新たな導入・拡充を行う際は、原則として恒久的な歳出削減又は恒久的な歳入確保

措置により、それに見合う安定的な財源を確保すること。 
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今回の改正案は、個人課税と法人課税を中心とした大規模なものである。格差是正の観

点から所得税における控除の大幅な見直しと、デフレ脱却と雇用情勢改善のための経済活

性化を目指して、法人税の実効税率引下げが盛り込まれている。その他に、相続税と贈与

税の改正や地球温暖化対策税（いわゆる環境税）の導入等が盛り込まれている。 
改正案では、平年度ベースで 318 億円（国：646 億円減、地方：328 億円増）の減収が見込

まれている（詳細は「巻末表 A・B：増減収見込み額」を参照）。 
 

Ⅱ 税制改正大綱の内容 
以下では、大綱に盛り込まれた平成 23

年度税制改正案の主な内容を具体的に見て

いくこととする。主な改正の実施スケジュ

ールは図 1 のとおりである。 

１ 所得税 
所得税では給与所得控除、退職所得課税、

成年扶養控除の見直しが行われる（市民公

益税制、金融証券税制については後述）。 
（１） 給与所得控除 

給与所得者の給与収入のうち一定額を

「必要経費」とみなす「給与所得控除」が

見直される。現行制度では控除額の上限が

なく、給与収入に応じて控除額が増加する。

改正案は、収入 1500 万円に対応する控除

額245万円を給与所得控除の上限としてい

る。 
 役員等 7

 見直しの対象となるのは、所得税を納める給与所得者全体の約1.2%にあたる50万人

については、収入金額が 2000 万

円を超す場合、控除額は 245 万円から徐々

に減り、4000 万円超の場合は、控除額は一律 125 万円となる（図 2）。 
8

また、「特定支出控除

で、

国税・地方税合わせて約 1500 億円（巻末表より平年度ベースで計算。以下の増減収額について

も同様）の増収となる見込みである。 
9

                                                 
7 ①法人税法第 2 条第 15 号に規定する役員②国会議員及び地方議会議員③国家公務員（特別職に属する職員のう

ち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限る）④地方公務員（③に準ずる者に限る） 

」は、条件が緩和され、控除の対象も増える（図 3）。現行の制度

の下では実際に要した経費が給与所得控除額を超過した部分に適用されるという条件が厳

しいことから、利用件数は年 10 件程度と低迷している。改正案では、適用条件を給与所

8 税制調査会「個人所得課税（所得税）」2010.12.7, p.1.＜http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2010/ 
__icsFiles/afieldfile/2010/12/10/22zen17kai4.pdf＞；「暮らしへ負担じわり 二つの控除に所得制限」『朝日新聞』

2010.12.17. 
9 給与所得者については、必要経費の控除が給与所得控除として概算で行われている。そうしたなか、実際に要した

経費の合計額が給与所得控除額を超えた場合、確定申告を行うことにより、超過分を控除に上乗せして収入から差し

引き、税負担を軽減することができる。これが、「特定支出控除」である。 

図 1 主な改正の実施スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注 1）負担増は【↑】負担減は【↓】で示した。 
（注 2）所得税は暦年単位、住民税は前年 1～12 月の所得に対し、 

翌年 6 月～翌々年 5 月に課税。 
（注 3）斜線の部分は平成 22 年度改正によって決定済み。 
（注 4）雇用促進税制は 3 年間の時限措置。 
（注 5）地球温暖化対策税は平成 23 年から 4 年間で段階的に実施。 
（出典）「項目別に見てみると 平成 23 年以降変わる主な税のしく

み」『産経新聞』2010.12.17.等を参考に筆者作成。 

平成 23 年 24 年 25 年 

個
人 

法
人 

所得税：15 歳以下の年少扶養控除を廃止【↑】 
住民税増税【↑】 

所得税：16～18 歳の特定扶養控除を縮小【↑】 
住民税増税【↑】 

贈与税減税【↓】 

相続税増税【↑】 

所得税：給与所得控除を縮小【↑】 
住民税増税【↑】 

所得税：成年扶養控除を縮小【↑】 
住民税増税【↑】 

法人実効税率を 5%引下げ【↓】 
（中小企業の軽減税率を 3%引下げ【↓】） 

雇用促進税制【↓】 

地球温暖化対策税（環境税）【↑】 

1 月 4 10 1 6 6 
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得控除額の 2 分の 1 に相当する金額（給与等の収入金額が 1500 万円を超える場合は 125 万円）

とし、それを超える超過分を給与所得控除額に上乗せすることが認められる。また、必要

経費の範囲も広がる。給与の支払者が「職務に関連する経費である」と証明すれば、新聞

の購読料等も特定支出控除の対象になる可能性がある。 
この改正は、平成 24 年分以降の所得について適用される予定である（所得税は平成 24 年

1 月から、住民税は平成 25 年 6 月から負担が増加）。 

 
 
【背景】現行の給与所得控除は、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のため

の特別控除」という 2 つの性格を有している。就業者に占める給与所得者の割合が約 9 割

となっている現状の下では、他の所得との負担調整を認める必要性が低下していると説明

されている（大綱，p.11）。また、格差是正や所得再分配機能回復の観点を示すとともに、

給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないとも指摘

されている 10

 大綱は、役員等の給与所得控除額を減額することや、特定支出控除の適用条件を緩和す

ることの根拠との 1 つとして、給与所得控除の 2 つの性格について、各々2 分の 1 である

ことを明確にしている。 

。 

（２） 退職所得課税の見直し 

退職手当等の所得に対する課税も見直される。  
 現行の所得税制では、退職金の持つ給与の後払いという性格や、退職後の生活保障的な

所得であることを配慮して給与や報酬等に比べて退職金に係る税負担を軽減する優遇措置

が設けられている。具体的には勤続年数 20 年までは収入から勤続 1 年につき 40 万円、20
年を超す分については同 70 万円が控除される。課税対象額は、控除後の 2 分の 1 に圧縮

される（「2 分の 1 課税」）。 
 大綱では、在職期間が 5 年以下の役員等 11

                                                 
10 税制調査会「第 13 回 税制調査会議事録」2010.11.25, p.1. 

について「2 分の 1 課税」を廃止することと

＜http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/ 2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/10/22zen13kaia.pdf＞ 
11 法人税法第 2 条第 15 号に規定する役員、国会議員及び地方議会議員、国家公務員及び地方公務員 

図 3 特定支出控除 
 

（出典）税制調査会「個人所得課税（所得税）」2010.11.25. 
をもとに筆者作成。 

図 2 給与所得控除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  （出典）税制調査会「個人所得課税（所得税）」 
2010.12.7; 「税制改正大綱の要旨」『日本

経済新聞』2010.12.17.をもとに筆者作成。 

年収（万円） 

控除額（万円） 

245 

185 

162.5 

65 

現行 

一般従業員 

役員等

 

1500 2500 2000 3500 4000 

125 

条件緩和部分 

現行の控除額 
（給与所得控

除の金額を上

回った場合に

限る） 
 

職務と関連のある図書

の購入費、交際費等 
弁護士、公認会計士、税

理士等の資格取得費（職

務の遂行に直接必要な

ものに限る） 
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転任に伴う転居のため

の引越費用 
研修費 
資格取得費 
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特定支出控除 

給与所得控除 

勤務費用の 
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他の所得との 

負担調整 

改正案の控除額

（給与所得控除の

1/2 を超えた分を

上乗せ） 
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されている。 
 また、地方税については、退職所得に係る個人住民税から 10%の税額控除を行う制度を

廃止するとしている（全ての退職手当が対象である）。 
 この改正は、平成 24 年 1 月 1 日以降に支払われるべき退職手当等について適用される

こととなっており、改正により、約 300 億円の増収が見込まれている。 
【背景】現行の「2 分の 1 課税」を前提に、短期間のみ在職することを予定している法人

役員等が、給与の受取を繰り延べることで高額な退職金を受け取り、税負担を回避すると

いった事例が指摘されている。法人役員等は一般従業員とは事情が異なることを踏まえ、

上記のような改正が打ち出された（大綱，pp.12-13）。 
 地方税における10%税額控除は、昭和42年の退職所得に係る住民税の現年課税化の際、

当時の金利水準を勘案して導入されたものだが、導入以来全く見直しがされていない。近

年では預金金利がゼロ近傍で推移していることから廃止することとされた 12

（３） 成年扶養控除 

。 

現在の制度では、年間所得が 38 万円

以下の成年扶養親族（23～69 歳の扶養親

族）について、1 人あたり年 38 万円（所

得税の場合。個人住民税は年 33 万円）が扶

養者（納税者）の所得から控除される。

改正案ではこの「成年扶養控除」に所得

制限を設ける。具体的には被扶養者が特

定成年扶養親族 13に該当する場合、従来

通りの控除が認められるが、特定成年扶

養親族以外の成年扶養親族については、

所得 400 万円（給与収入 568 万円）以下の

扶養者にのみ控除が認められる 14

 この改正は、平成 24 年分以降の所得

について適用される予定である（所得税

は平成 24 年 1 月から、住民税は平成 25 年 6
月から負担が増加）。 

（図 4）。 

 この見直しにより、現在同控除の適用を受けている約 470 万人の納税者のうち、約 23%
の 110 万人程度が負担増となり 15

【背景】政府は、同控除の見直しについて、本来、成年者は基本的に独立して生計を立て

るべき存在であり、成年者を担税力の面で配慮が必要な存在と位置づけて一律に扶養控除

の対象とする必然性は乏しい、と説明している（大綱，p.13）。 

、約 1150 億円の増収が見込まれている。 

 

                                                 
12 税制調査会 前掲注（10）, p.5. 
13 成年扶養親族のうち、年齢 65 歳以上 70 歳未満の者、心身の障害等の事情を抱える者、勤労学生控除の対象とな

る学校等の学生・生徒等 
14 負担調整措置により、所得400万円を超すと控除額が徐々に減り、所得500万円（給与収入689万円）で控除がな

くなる。 
15 税制調査会 前掲注（8）, p.7. 

図 4 成年扶養控除 

（注 1）網掛け部分は控除の残る部分。 
（注 2）年少扶養控除、特定扶養控除の一部の廃止は 22 年 

度税制改正によって決定済み。 
（注 3）所得 400 万円以下の場合、成年扶養控除は認められ 

る（負担調整措置あり）。 
（出典）大綱；「暮らしへ負担じわり 二つの控除に所得制限」

『朝日新聞』2010.12.17.を参考に筆者作成。 
 

63 

38 
年少 

扶養控除 
特定扶養控除 

~15 16~22 23~64 
65~69 

控
除
額
（
万
円
） 

70~ 

成年扶養控除 

被扶養者の年齢（歳） 
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２ 相続税・贈与税 
資産の相続や贈与に関わる税制については、相続税で増税となる一方、贈与税では減税

となる方向での見直しが明記された。税調において、格差是正や再分配機能の回復という

観点で検討が進められてきたものである 16

（１） 相続税 

。相続税の負担を高め、贈与税を緩和すること

で、生前贈与がより一層促進されると考えられている（大綱，pp.16-17）。 

相続税は、課税ベースと税率構造の見直しによって、

増税となる。定額控除は現行の 5000 万円から 3000
万円に、法定相続人比例控除は現行の 1 人当たり 1000
万円から 600 万円に削減されて、課税ベースが拡大す

る 17

平成 21 年に死亡した者のうち、相続税の課税対象

となったのは 4.1%の約 4 万 6000 人である

。現行制度下で 6 段階とされている税率構造は 8
段階に細分化され、高額の遺産取得者を中心に負担を

求める観点から最高税率が引き上げられる（表 1）。 

18。税調は今回の改正によって課税対象が約

6%（7 万人）に広がり 19

 これらの改正は、平成 23 年 4 月 1 日以降の相続や遺贈により取得する財産に係る相続

税について、適用が予定されている。 

、約 2900 億円の増収になると想定している。 

【背景】相続税は 1980 年代後半のバブル景気を背景に、都市部の地価が高騰したことへ

の対策として、減税が繰り返されてきたが、地価が下落した後もそのまま据え置かれたた

め、その再分配機能の低下が問題視されていた。改正案には、再分配機能を回復させ、格

差の固定化を防止するねらいがある（大綱，pp.15-16）。 
（２） 贈与税 

相続時精算課税制度 20

相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造も見直される。

最高税率は引き上げられるものの、若年世代への早期資産移転を促進する観点

の対象範囲が広がる。現行では、20 歳以上の推定相続人への贈与

のみが対象であり、主に子ども等が対象となっている。改正後は、20 歳以上の孫も対象に

加えられるほか、贈与者の年齢要件も現行の 65 歳から 60 歳に引き下げられる。  

21

 この改正は、平成 23年 1月 1日以降の贈与により取得する財産に係る贈与税について、

から、20
歳以上の直系卑属を受け手とする場合の税率が新たに定められ、受け手が直系卑属でない

場合を含めて、一定金額以下では税率の引下げとなっている（表 2）。 

                                                 
16 税制調査会「第 21 回 税制調査会議事録」2010.12.13, p.1. 
＜http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/25/22zen21kaia.pdf＞ 
17 死亡保険金に係る非課税制度の対象が、法定相続人のうち未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生

計を一にしていた者に限定されることも、課税ベースの拡大につながる。ただし、未成年者と障害者の基礎控除は拡充

される。 
18 国税庁「平成 21 年分の相続税の申告の状況について」2010.12. 
＜http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/sozoku_shinkoku/shinkoku.pdf＞ 
19 「税制改正大綱 対象者が大幅増」『日本経済新聞』2010.12.17.  
20 同制度の下では、2500 万円の特別控除額を超えない限り、複数年にわたって課税が留保される（特別控除額を超

えた額については一律 20%で課税される）。その後、相続時に、贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計

算し、納付済の贈与税額は相続税額から控除できる。 
21 税制調査会 前掲注（16）, p.5. 

 現行 改正案 
1000 万円以下 10% 同左 
3000 万円 〃 15% 〃 
5000 万円 〃 20% 〃 
1 億円 〃 30% 〃 
  2 億円以下 40% 
3 億円 〃 40% 3 億円 〃 45% 
3 億円超 50% 6 億円 〃 50% 
  6 億円超 55% 

表 1 相続税の税率構造 

（出典）大綱をもとに筆者作成。 
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適用がなされる予定であり、改正に伴い、約 110 億円の減収になると想定されている。 
【背景】今回の見直しは、相続を受

ける子どもも高齢化している近年の

状況の下で、若年層の孫の世代に対

する資産の移転を促し、その有効活

用を通じて経済社会の活性化を図る

ことをねらいとしている（大綱，p.16）。 

３ 法人税 
法人税をめぐっては、実質減税を

主張する経済産業省や経済界、ペイ

アズユーゴー原則を重視し、課税ベースの拡大を税率引下げの財源とすること（税収中立）

を求める財務省との間で、議論が繰り返された。 
最終的には菅直人首相の指示を踏まえ、企業向け優遇措置の縮小による課税ベースの拡

大を上回る法人税率の引下げが実施されることとなった。 
 税収は引下げにより 1 兆 5000 億円減少し、企業向け優遇措置の縮小で約 7600 億円増

加すると試算されている。 
 海江田万里前経済財政担当相は、今回の法人税制見直しに関して、国内投資の増加によ

る実質GDP成長率の押上げ効果を 0.2％程度、雇用創出効果を 9 万人程度（平年度ベース。

平成 23 年度に限れば、それぞれ 0.1%、2 万人程度）と見込んでいることを明らかにした 22

（１） 法人税実効税率引下げ 

。 

現行の国の法人税率は 30%、実効税率は国と地方の合計で 40.69%（東京 23 区内に本店を

置く大企業の場合）である。法人税率を 4.5%引き下げることで、実行税率が約 5%（国税が

4.18%分、地方税が 0.87%分）引き下げられ 35.64%になる。さらに、中小企業を対象とした

法人税の軽減税率（年間所得 800 万円以下の部分が対象）は、3 年間の期限付きで、現行の

18%から 15%に引き下げられる。 
上記の改正は、法人の平成 23 年 4 月 1 日以降に開始する事業年度について適用される

予定である。 

【背景】法人税の実効税率は平成 10 年度の引下げ以来 12 年間据え置かれており、税率が

諸外国と比較して高い等の批判が挙がっていた。税率を引き下げることで、日本企業の国

際競争力の向上や立地環境の改善等を図り、ひいては、デフレから早期に脱却することが

期待されている（大綱，p.18）。 
（２） 優遇措置の見直し 

法人税実効税率引下げのための財源を確保するため、企業向けの優遇措置の見直し等を

通じた課税ベースの拡大が図られた。その主なものは、減価償却制度、欠損金の繰越控除、

研究開発税制の見直しである。 

（ⅰ）減価償却制度 
改正案は、定率法による減価償却の償却速度を見直している。例えば、償却資産等の耐

用年数が 10 年であれば、定率法の償却率が現行の 25%から 20%に縮小され、投資初期の

                                                 
22 内閣府「海江田内閣府特命担当大臣記者会見要旨」2010.12.28. 
＜http://www.cao.go.jp/minister/1009_b_kaieda/kaiken/2010/1228kaiken.html＞ 

現行 20歳以上の直系卑属

を受け手とする贈与 それ以外の贈与 

200 万円以下 10% 変更なし 変更なし 
300 万円 〃 15% 〃 〃 
400 万円 〃 20% 400 万円以下 15% 〃 
600 万円 〃 30% 600 万円 〃 20% 〃 
1000万円 〃 40% 1000 万円 〃   30% 〃 
1000 万円超 50% 1500 万円 〃 40% 1500万円以下 45% 
  3000 万円 〃 45% 3000万円 〃 50% 
  4500 万円 〃 50% 3000 万円超 55% 
  4500 万円超 55%   

表 2 贈与税の税率構造 

（出典）大綱をもとに筆者作成。 
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税負担が重くなる。 
 改正は、原則として平成 23 年 4 月 1 日以降に取得される減価償却資産について適用さ

れる予定である。 
（ⅱ）欠損金の繰越控除 
繰越欠損金の所得からの控除限度額は所得の 80%相当額（現行制度 100%相当額）に制限

される。一方で、繰越期間は現行の 7 年から 9 年に延長される。ただし、中小企業等につ

いては、現行の控除限度額が維持される。 
 改正は、平成 23 年 4 月 1 日以降に開始する事業年度について適用される予定である。 
（ⅲ）研究開発費 
法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例は、延長されず、適用期限で

ある平成 23 年 3 月をもって廃止となる。これによって試験研究費に係る税額控除は、最

大で法人税額の 20%まで（現行では 30%まで）となる。 
（３） 雇用促進税制 

これまで雇用の拡大を目的とした企業支援策は「雇用調整助成金」等歳出面からの措置

が主流であったが、平成 23 年度税制改正では、新たに税制による支援策の導入が目指さ

れている 23

法人が、従業員のうち雇用保険一般被保険者の数を 10%以上かつ 5 人以上（中小企業者

等については 2 人以上）増加させ、公共職業安定所の長の確認を受けた場合、増加した被保

険者数に 20 万円を乗じた金額を法人税額から控除できる。なお、控除額は法人税額の 10%
まで（中小企業は 20%まで）に制限されている。 

。 

この制度は、平成 23 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの時限措置として導入さ

れ、365 億円の減収が見込まれている。 
【背景】導入のねらいについては、雇用の受け皿となる成長企業を支援し、雇用の維持・

増加を図ることが挙げられている（大綱，p.19）。 

４ 地球温暖化対策のための税 
平成 23 年度税制改正では、現行の石油

石炭税に「地球温暖化対策のための課税の

特例」を設け、二酸化炭素排出量に応じた

税率を上乗せする（表 3）。 
 この措置は、平成 23 年 10 月 1 日から導

入されるが、税負担の急増を避けるために、今後 4 年間で段階的に増税し、平成 27 年 4
月から完全実施される。完全実施後は約 2400 億円の増収が見込まれている。 
税収の使途については、経済産業省、環境省、財務省の見解が対立していたものの、最

終的には平成 23 年度の税収をエネルギー対策特別会計に繰り入れる方針に落ち着いた 24

【背景】地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減が喫緊の課題とされるなかで、エネ

ルギー起源二酸化炭素排出抑制のための諸施策を実施していくために導入することとされ

た。「広く薄く」負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避け、

。 

                                                 
23 「企業は？ 雇用増 1 人当たり 20 万円控除」『日本経済新聞』2010.12.17. 
24 「第 23 回 税制調査会後の記者会見録」2010.12.15.  
＜http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/22/22zen23kaiken.pdf＞ 

 原油・石油製品 
(1kl 当たり) 

ガス状炭化水素 
(1t 当たり) 

石炭 
(1t当たり) 

現行 2,040 円 1,080 円 700 円 
H23.10.1. 2,290 円 1,340 円 920 円 
H25.4.1. 2,540 円 1,600 円 1,140 円 
H27.4.1. 2,800 円 1,860 円 1,370 円 

表 3 地球温暖化対策税上乗せ後の石油石炭税の税率 

（出典）大綱をもとに筆者作成。 
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課税の公平性を確保するとの説明がなされている（大綱，p.22.）。 
なお、民主党が廃止を公約し、平成 22 年度の税制改正でも 1 つの焦点であった、揮発

油税や軽油引取税等の旧暫定税率については、厳しい財政事情や地球温暖化対策の観点も

踏まえ、平成 23 年度においては、「当分の間」として措置されている現在の税率水準を維

持することとされている（大綱，pp.22-23）。 

５ その他 
（１） 市民公益税制 

現行の制度では、国が認定する特定非営利活動法人（NPO 法人）に対し 2,000 円を超え

る寄附（総所得金額等の 40%相当額を上限とする）を行った場合、超過した部分について所得

控除が認められる。改正案では、個人が 2,000 円を超える寄附をした場合、超過金額の 40%
を所得税額から税額控除できる制度（所得税額の 25%相当額を上限とする）が導入され、所得

控除との選択制となる。その結果、住民税における 10%の税額控除と合わせ、寄附金額の

約半分が控除の対象となる。 
 現行制度下では、寄附金控除の対象となる NPO 法人は、一定の基準を満たして、国か

ら「認定 NPO 法人」として認定されたものへの寄附に限られているが、今回はその認定

条件も緩和される。 
なお、同様に寄附金控除の対象となっている公益社団法人、学校法人や社会福祉法人も、

税額控除との選択制が適用される。 
新制度は、平成 23 年分以降の所得税について適用されることとなっており、33 億円の

減収が見込まれている。 
【背景】NPO 法人を始め、市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境

づくりが目的とされている。税額控除は所得控除による支援策に比べ低所得者への恩恵が

大きいことから、草の根の寄附を促進するねらいもあると考えられる（大綱，p.23）。 
（２） 金融証券税制 

上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る税率は、本則では 20%だが、株式投資を促し経

済を活性化することを目的として、平成 15 年に時限措置として 10%（所得税 7%、住民税

3%）に引き下げられている。この措置は、過去 2 回の延長を経て、平成 23 年 12 月に適用

期限を迎える。改正案では、この期限が 2 年延長され、平成 25 年 12 月までになった。こ

れに伴い、平成 24 年 1 月に導入予定であった個人の新規株式投資への課税を優遇する「少

額投資非課税制度 25

（３） 納税環境整備 

」の導入も、2 年間先送りされることになった（大綱，p.14）。 

 納税者の立場に立って納税者権利憲章を策定するとともに、国税通則法について見直し

を行うこととしている。 
更正の請求期間の見直しのほか、複雑な税務手続きを簡単な言葉で記した「納税者権利

憲章」の策定も盛り込まれている。なお、報道によると、菅政権は、国税通則法の名称を

「国税手続き並びに納税者の権利・義務法」と変える改正法案を常会に提出する方針を決

めたとされている 26

                                                 
25 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等を一定期間免除する制度（日本版ISA）。個人の

株式市場への参加を促進する観点から、導入が予定されている。 

。 

26 「納税者の権利保護を明記」『朝日新聞』2011.1.17. 
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Ⅲ 今後の課題 

１ 消費税 
消費税については、民主党の税と社会保障の抜本改革調査会（当時の会長は藤井裕久元財

務相）による中間整理 27

 なお、菅首相は平成 23 年 1 月 4 日、消費税を含む社会保障とその財源の問題について

は、早い時期に協議を始め、同年 6 月を目途に方向性を示すとの意向を明らかにした

を踏まえ、社会保障制度の抜本改革の検討等と併せて、早急に検

討を行うとしている（大綱，p.20）。 

28

２ 納税者番号 
。 

 政府は、昨年度税制改正大綱において、納税者番号に関連して「社会保障・税共通の番

号制度の導入を進める」と明記しており、平成 22 年 2 月に国家戦略室に社会保障と税の

共通番号制度に関する検討会が設けられ、議論が進められている。同年 12 月には仙谷由

人内閣官房長官（当時）を座長とする「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討

会」が開かれ、制度導入に向けた中間整理 29が行われた。同月に閣議決定された「社会保

障改革の推進について 30

３ 配偶者控除 

」には、平成 23 年の 1 月を目途に基本方針をとりまとめ、さら

に国民的な議論を経て、同年秋以降、可能な限り早期に関連法案を提出できるよう取り組

むとの方針が掲げられている。このような方針に即して、大綱も同制度について速やかに

検討を進めるとしている（大綱，p.9）。  

平成 22 年度税制改正で見送られた配偶者控除の見直しについては、積極的な意見もあ

り、納税者の年収に上限（たとえば 1000 万円）をつける案も示されていた。民主党が政府

に示した予算に関する提言にも、「配偶者控除の見直しを含めて検討すべき」と明記されて

いる 31。一方で、民主党税制改正PTは、提言において「特定の所得層を境目に働き方が制

約されるべきではない」「来年度改正については慎重な判断を求める」として所得制限の見

送りを求めていた 32。最終的には「有権者の反発は避けられない」との懸念が広がり 33

 

、

大綱では、見直しは見送られ、配偶者控除を巡る様々な議論、社会経済状況の変化等を踏

まえ、平成 24 年度税制改正以降、抜本的に見直す方向で検討するとされている（大綱，p.13）。 

                                                 
27 社会保障改革とその財源確保のため、消費税を含む税制全体の議論を一体的に行うことが不可欠であると説明して

いる。民主党「税と社会保障の抜本改革調査会 「中間整理」」2010.12.6. 
＜http://www.dpj.or.jp/news/files/101206zeitosyakaihosyo.pdf＞ 
28 「菅内閣総理大臣年頭記者会見」2011.1.4. 
＜http://www.kantei.go.jp/jp/kan/statement/201101/04nentou.html＞ 
29 「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会 中間整理」2010.12.3. 
＜http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/chukan_honbun.pdf＞ 
30 「社会保障改革の推進について」2010.12.14. 
＜http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kakugikettei/101214.pdf＞ 
31 民主党「H23 年度予算に関わる民主党「提言」」2010.12.6, p.30. 
＜http://www.dpj.or.jp/news/files/101206yosan _teigen.pdf＞ 
32 民主党 前掲注（3）, p.6. 
33 「統一選にらみ“党高政低” 主婦・業界に配慮」『毎日新聞』2010.12.17. 
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Ⅳ 評価 
平成 23 年度税制改正案については次のような論評が見受けられる。 

１ 全体について 
・税制の歪みを手直しするといった観点からは、評価できる内容が盛り込まれている 34

・格差是正を目的として高所得者層に負担を求めたことや、経済活性化・雇用拡大を掲げ

法人税減税を決定したことは評価できる

。 

35

・民主党政権が格差是正を志向したことははっきりしている。議論も、自民党時代と比べ

ると、格段に透明性を増した。これらの点は評価したい

。 

36

・税制の抜本改革を先送りし、大衆から反発を受けにくい高所得者に対する増税メニュー

を寄せ集めた内容となった

。 

37

・「格差是正」を掲げているものの、増税分が低所得者向けの社会保障サービス等に振り向

けられず、所得制限のない「子ども手当」の増額分や法人税率引下げの財源となる等、

継ぎはぎ的な内容になっている

。 

38

・税制抜本改革の理念が置き去りにされ、有権者の受けを狙っているという点では、自民

党政権の時代と変わりがない

。 

39

・意思決定の仕組みを強化せずに各省庁に調整を委ねたため、政府と与党の調整が円滑に

進まず、政府税制調査会が設置されたものの民主党内の反対によって増税が見送られた

こと等、司令塔が不在であったとの見方が強い

。 

40

・方向性としては間違っていない。ただし、何のための個人増税なのか、国民への説明が

十分ではなかった。税制改革の理念が議論されず、足し算引き算だけで意思決定が行わ

れたような印象を与えた

。 

41

２ 各項目について 
。 

【所得税】給与所得控除は、源泉徴収されるサラリーマンと、所得が完全に把握されない

自営業者や農林水産業者らとの間で公平性を保つ役割を果たしており、公平感を確保する

ことなく控除額を縮小するのは好ましくない 42

【相続税・贈与税】相続税増税、贈与税減税によって、生前贈与を地道に進め、遺産額を

相続税の基礎控除の範囲内に抑える等、資産対策を迫られる世帯が増える

。 

43

【法人税】 
。 

・法人税率の引下げは、企業の国際競争力強化の観点から評価ができる 44

                                                 
34 「税制改正大綱 帳尻合わせは限界だ」『朝日新聞』2010.12.17. 

。 

35 同上 ほか 
36 「「中福祉中負担」は幻想 出でよ、負担増語る“悪役”」『週刊東洋経済』2011.1.15, pp.124-125. 
37 「財源 つぎはぎに限界」『読売新聞』2010.12.17. 
38 「11 年度 税制改正大綱決定 「格差是正」に民主色」『朝日新聞』2010.12.17. ほか 
39 前掲注（33） 
40 「税制改正 もう継ぎはぎは限界だ」『毎日新聞』2010.12.17. 
41 森信茂樹「方向性間違っていないが説明不十分」『産経新聞』2010.12.17. 
42 西沢和彦「公平感欠く控除縮小」『読売新聞』2010.12.17. 
43 前掲注（19） 
44 「法人減税 一定の評価」『日本経済新聞』2010.12.17. ほか 
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・中長期的には国内での投資を増やす効果も期待できる 45

・税率の引下げで浮いた資金が設備投資や雇用に回ることが期待される。また、投資先と

しての日本の魅力が高まり、海外企業の誘致や国内企業の流出防止が進むことが期待さ

れている

。 

46

・5%の税率引下げ幅では効果が小さい。韓国や中国より 0.1%でも低くするべきだ

。 
47

・実効税率引下げを行っても、優遇措置の見直し等により、効果が限定されるのではない

か

。 

48

・内需が縮小する中、わが国の企業は海外に成長の場を求めていることから、税率引下げ

には、空洞化に直ちに歯止めをかけるほどの効果はない

。 

49

・減価償却の速度を低下させる改正を受けて、経済界が、設備投資に慎重にならざるを得

ない

。 

50

・研究開発減税制度については、控除額を限度いっぱい利用している企業は少なく、制度

縮小の影響は限られるとの見方がある一方で、多額の研究開発投資を行っている企業か

ら「法人実効税率引下げの効果の多くが相殺されてしまう」等の声が上がっている

。 

51

【地球温暖化対策のための税】 
。 

・産業界や家庭への影響に配慮した結果、課税の規模が小さく、二酸化炭素排出抑制の効

果は限定的なものにとどまらざるを得ない 52

・環境対策全体のコスト把握が十分ではなく、国民一人当たりの負担額も明確にされてい

ない中で、環境税だけ導入することには矛盾がある

。 

53

【金融証券税制】株式取引する者の負担を軽くするこの制度は、高所得者にとって有利な

枠組みとなりやすい

。 

54

 
。 

おわりに 
例年どおりに進めば、2 月上旬に税制関連法案が通常国会に提出され、年度内成立に向

けて審議が進められる。しかし、現状では、参議院の過半数を野党が占める「ねじれ国会」

となっており、厳しい国会運営が予想されている。 
税制関連法案が成立しなければ、子ども手当増額の財源の一部と位置づけられた所得税

増税も、成長戦略の一環とされる法人税率の引下げも、ともに実現できない。国民生活に

直結する税制改正をどのように実現していくのか、国会審議の行方が注目されている。 

                                                 
45 「法人減税 実質 2.3%」『朝日新聞』2010.12.17. 
46 「税制改正大綱 5%法人減税 強行突破」『読売新聞』2010.12.17. 
47 西沢 前掲注（42） 
48 「税制改正大綱 法人減税 控除縮小で「効果相殺」」『日本経済新聞』2010.12.17. 
49 「アジアとなお格差」『毎日新聞』2010.12.17. 
50 「税こう変わる（4）「減価償却」の制度縮小」『読売新聞』2010.12.21. 
51 前掲注（19） 
52 「項目別に見てみると CO2削減効果は限定的」『産経新聞』2010.12.17; 「環境税 家計負担年 1100 円」『毎日新

聞』2010.12.17. 
53 「政府税制改正大綱 決定」『東京新聞』2010.12.17. 
54 「証券優遇税制 13 年末まで延長」『読売新聞』2010.12.17. 
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（次ページに続く） 

 

巻末表 A 平成 23年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額 
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（出典）財務省「平成 23 年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額」2010.12.24. 
＜http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/23kaisei/23zougenshuu.pdf＞ 
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（出典）総務省「平成 23 年度地方税及び地方譲与税収入見込額（未定稿）」2010.12.24. 

＜http://www.soumu.go.jp/main_content/000096297.pdf＞ 
 

 

巻末表 B 平成 23年度税制改正による事項別増減収見込額（地方税関係） 
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